
子ども・子育て支援新制度に関する用語とその定義について 

用語 定義 

子ども・子育て支援事業計画

5年間（平成 27～31 年度）の計画期間における幼児期の学校教育・保育・

地域の子育て支援についての需給計画をいい、新制度の実施主体として全市

町村が作成することとなります。 

支給認定 

子どもの年齢と保育の必要性の有無によって 3つの区分に認定されます。 

・1 号認定：満 3 歳以上の学校教育のみ（保育の必要性なし）の認定を受

けた就学前子ども。 

・2 号認定：満 3歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども（保育

を必要とする子ども）。 

・3 号認定：満 3歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前子ども（保育

を必要とする子ども）。 

量の見込み 需要量（ニーズ量）の見込みを指します。 

確保方策 
需要量の見込み（量の見込み）に対して、どのように供給を確保していくかの

方法を指します。 

教育・保育施設 
認定こども園、保育所、幼稚園、小規模保育施設、事業所内保育所等のこと

をいいます。 

支給認定割合 支給認定の対象となる子どものうち支給認定された子どもの割合を指します。

確認制度 

給付の実施主体である市町村が、認可を受けた保育所、幼稚園、認定こども

園等に対し、その申請に基づき、各施設・事業の類型に従い、市町村の事業

計画に照らし、1 号認定子ども、2 号認定子ども、3 号認定子どもごとの利用

定員を定めた上で給付の対象となることを確認する制度です。 

新制度幼稚園 
市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認した幼稚園で、制度

上、国の管轄省庁は内閣府となります。 

確認を受けない幼稚園 
市町村長が行う確認を受けずに従来どおりの制度で運営する幼稚園で、制度

上、国の管轄省庁は文部科学省となります。 

小規模保育施設 

主に満 3歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が6人以上 19人以下で

保育を行う事業で、以下の 3つの施設型に分かれます。 

・Ａ型：（定員）6～19 人（職員の資格）保育士 

・Ｂ 型：（定員）6～19 人（職員の資格）1/2 以上は保育士、保育士以外は

指定された研修を受講しなければならない 

・Ｃ 型：（定員）6～10 人（職員の資格）家庭的保育者 

事業所内保育施設 
企業等が主体となり、主に従業員への仕事と子育ての両立支援策として、事

業所やその他様々なスペースで子どもを保育する施設を指します。 
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認可定員 

教育・保育施設等の設置に当たり認可若しくは認定され、その後の変更につ

き適正な手続きを経た定員で、保育室の大きさや職員数等を勘案して決定さ

れる、施設の受入上限定員のことをいいます。 

利用定員 

子ども・子育て支援法第 27 条第 1 項等の確認によって定め、給付費（委託

費）の単価水準を決めるもので、施設の利用児童数に合わせて、施設が市

へ申請します。 

施設型給付 

保育所、幼稚園、認定こども園等に対する財政措置。子ども・子育て支援新

制度がスタートした後は、「施設型給付」という共通の給付に一本化して、市

町村が施設・保護者に経費や助成金の支給を行っています。また、保護者へ

支払われる施設型給付費の請求は各施設が保護者に変わって市町村に請求

します。施設型給付を受けることのできる施設のうち幼稚園だけは、施設型給

付を受けるか否かを選択することができます。 


